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2025.12.１ 第６号    札幌市立義務教育学校真駒内学園検討委員会 

札幌市立義務教育学校真駒内学園検討委員会ニュース 
真駒内地区の真駒内桜山小学校と真駒内中学校は、真駒内桜山小学校の敷地に新たに校

舎を整備し、令和９年４月に義務教育学校として新しく生まれ変わる予定です。 

第９回義務教育学校検討委員会を開催しました 
 

開催概要 

日時：令和７年７月 29日（火）10 時 00分～10時 50分 

場所：札幌市立真駒内中学校 金工室 

 

検討委員会概要 

今回の検討委員会では、次の３点について検討・確認しました。 

 

（１）真駒内地区新設義務教育学校検討委員会設置要綱の改定について 

   真駒内地区新設義務教育学校の校名が「札幌市立義務教育学校真駒内学園」に決定

したことを受け、本検討委員会設置要綱の「真駒内地区新設義務教育学校」の部分を

「札幌市立義務教育学校真駒内学園」に修正する改定案が承認されました。 

 

（２）駒岡小学校保護者の検討委員会へのオブザーバー参加について 

   今後、検討委員会で話し合われる内容に応じて、本検討委員会の設置要綱第６条に

基づき、陪席の了を得た上で、駒岡小学校の保護者の方に検討委員会に参加すること

を確認しました。 

 

（３）校章デザイン候補の絞り込みについて 

市立札幌平岸高等学校デザインアート 

コースの生徒の皆さんが考えてくださった 

校章デザイン案 38点の中から、真駒内桜 

山小・駒岡小・真駒内中の児童生徒・保護 

者・教職員による投票によって選ばれた５ 

点について、最終決定をする検討委員によ 

る投票を行い、札幌市立義務教育学校真駒 

内学園の校章が右のデザインに決定しまし 

た。 

  市立札幌平岸高等学校デザインアートコースの生徒の皆さんに、 

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

  今後の微修正については、事務局に一任して市立札幌平岸高等学校デザインアートコ

ースと連携しながら進めていくこととしました。 

今後について、次のような意見交換がありました。 

〇校章内の校名が、アルファベット表記か漢字表記か等、いくつかのパターンを作っ

てもらうのがよいと思う。 

  〇校章の用途によっては、色の変更もあってもよいかもしれないと思う。 

  〇提出された全 38作品の取扱いについて、今後、HPへの掲載やアルバムにしての展

示、他の学校イベントのマークへの活用等が考えられるのではないか。 
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今後の予定 
今後は、 標準服や校歌等、より具体的な学校運営に係る内容について検討・報告を行う

予定です 。 

 

発行：札幌市教育委員会学校教育部教育課程担当課 

   〒060-0002 札幌市中央区北２条西２丁目 15 ＳＴＶ北２条ビル３階 

TEL：011-211-3891／FAX：011⁻211-3852 

e-mail：kyoikukatei@city.sapporo.jp 

 

真駒内地区新設義務教育学校検討委員会事務局 

（札幌市立真駒内中学校内） 

〒005-001札幌市南区真駒内幸町 3丁目 1-1 

 TEL：011-581-0172 （８：15～16：45）／ FAX：011-581-7829 

 
当ニュースは、札幌市公式ホームページにも掲載しています 

（https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/gimugakko/makomanai.html） 
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